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労働法とは？

労働基準法

男女雇用
機会均等法

労働者災害
補償保険法

労働安全衛生法

労働契約法

最低賃金法

■ 労働に関係する法律（労働法）には、以下のものがあります。

本日は、労働基準法について全般的に説明するとともに、その他参考となる法令事項等についても、若干の説明を加えます。

育児・介護休業法
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など

はじめに・・



労働基準法などの労働法が適用される人は？

■労働基準法などの労働法は、正社員の他、

① アルバイトやパートタイム労働者（働く時間が短い労働者）

② 派遣社員（派遣会社と労働契約を結んで、別の会社に派遣されて働く労働者）

③ 契約社員（あらかじめ契約期間が定められている労働者）

などの名称を問わず、すべての「労働者」に適用されるルールです。

※ 一方、事業主は基本的に労働法の適用はありません。

「請負」、「業務委託」 、「フリーランス」など、注文者から受けた仕事の

完成に対して報酬が支払われる契約により働く場合は、注文者の指揮命令を

受けない「事業主」として取り扱われるため、労働法の保護を受けられません。

ただし、契約の名称にかかわらず、その実態から、「労働者」であると判断

されれば、労働法の保護を受けることができます。
最終的には、
実態判断です！
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☞ 労働者性：使用従属性（仕事の諾否の自由、具体的な指揮命令、時間的・場所的拘束性

の強さ等）他の実態から総合的に判断

労働基準法などの労働法が適用される人は？

※ 令和6年11月から「フリーランス・事業者間取引適正化等法」（フリーランス新法）が施行されました。
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１ 労働条件の明示

※ 「③ 就業場所、従事する業務に関すること」には変更の範囲を含みます。

※ 有期労働契約は、①契約締結時と更新時に更新上限の書面明示、②無期転換申込権が発生する契約の更新時に無期
転換申込機会、無期転換後の労働条件の書面明示が必要です。
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2024年4月改正後

厚生労働省のホームページに、モデル労働条件通知書が掲載されていますので、ご活用ください。
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労働契約法

労働条件の最低基準を
定めた、罰則もある労
働基準法とは違います。
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税 金

• 所得税

• 地方税など

• 雇用保険料

• 健康保険料

• 年金保険料など

社会保険
• 社宅費

• 食費

• 組合費など

労使協定

（※）控除が認められているもの

（※）

２ 賃金
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参考

R6.10.1501077令和６

愛知県最
低賃金の
歴史です。

R7.10.18631140令和７
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労働者への周知義務
もありますよ。

労働時間・休日

休憩時間

３ 労働時間
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４ 割増賃金

【時間外労働と深夜労働の考え方】

時給1,500円

時給1,800円

時給1,200円
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５ 年次有給休暇
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労働基準法の基礎知識
労働基準法の基礎知識６ 解雇

① 日々雇い入れられる者

② ２か月以内の期間を定めて使用される者

③ 季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者

④ 試の使用期間中の者

ただし、①については１か月、②・③については契約期間、④については14日を超えて引き続き使用されていた

場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要になります。

解雇予告などを行わずに解雇することができる者
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民 法

７ 自己退職

自己退職：民法と就業規則（どちらが優先？）

無期契約の場合、民法627条第１項の規定によれば、退職届を提出して２週間
経過すれば退職できることになりますが、わが社の就業規則では、 「退職の申し
出は退職日の１か月前までにしなければならない」 と定められています。
民法の規定と就業規則の定めは、どちらが優先するのですか。

就業規則で 「退職の申し出は退職日の１か月前までにしなければならない」 と

定めている場合ですが、民法の規定を任意規定と解して、就業規則の定めが優
先するとの見解がある一方で、裁判例（昭51.10.29 東京地裁 高野メリヤス事件）
では、民法を強行規定と解するものがあります。

この裁判例によれば、退職届を提出して２週間経過すると、使用者の承諾がなく
とも退職の効力が発生することとなりますが、どちらが優先するかについては、最
終的には個別判断（就業規則の定めに合理的理由があるか否か）になります。
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就業規則で定める基準
に達しない労働契約は、
その部分は無効です。

８ 就業規則
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参考1：労働条件相談ほっとライン 0120-811-610（厚生労働省委託事業）平日17～22時 休日9～21時

参考2：フリーランス・トラブル110番 0120-532-110（運営事業者：第二東京弁護士会）

参考（各種相談先）


